
令和７年度宇城市結婚チャレンジ事業補助金交付要綱 

（趣旨) 

第１条 この要綱は、結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」の一つ

として、結婚を希望する者を社会全体で応援する環境づくりを推進するた

め、結婚を希望する独身男女の出会いの場を創出するパーティー、セミナ

ー、文化・スポーツイベント、その他出会いを創出する事業を実施する団

体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、宇城市補助金

等交付規則(平成１７年宇城市規則第４９号)に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（補助の対象団体) 

第２条 補助金の交付の対象とする団体（以下「補助対象者」という。）は、

市内に主たる事務所若しくは活動拠点を有する団体又は熊本県によるよ

かボス企業の登録を受けている団体であって、結婚相手紹介サービスを業

として行っていないものとする。 

２ 補助対象者は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならないものと

する。 

(1) 団体の定款、寄附行為、規約、会則又はこれに準じるものが整備さ

れていること。 

(2) 次条に規定する補助対象事業を完遂する能力が認められ、団体とし

て独立した経理を行っていること。 

(3) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とした団体でないこと。 

(4) 特定の公職者(候補者含む。)若しくは政党を推薦し、支持し、又は

これらに反対することを目的とする団体でないこと。 

(5) 宇城市暴力団排除条例(平成２３年宇城市条例第１７号)第２条第２

号に規定する暴力団又は同条第４号に規定する暴力団密接関係者が構

成員に含まれた団体でないこと。 

(6) 公序良俗に反する団体でないこと。 

(7) 市税を滞納していない団体であること。 

（補助対象事業) 

第３条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、

結婚を希望する独身男女の出会いの場を創出するパーティー、セミナー、

文化・スポーツイベント及びその他催しであって本市で実施するものとす

る。ただし、同様の趣旨の他の補助金を受けている事業については、交付

の対象としないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助

対象事業としない。 

(1) 公序良俗に反する事業 

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法



律第１２２号)第２条において規定する風俗営業その他公的な資金の

使途として社会通念上不適切であると判断される事業 

(3) 営利を目的とする事業 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める事業 

（補助対象経費) 

第４条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、

事業の実施に直接必要なものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。 

(1) 補助対象事業に参加する者(以下「参加者」という。)が個人的に消

費する飲食代 

(2) 参加者の会場までの交通費 

(3) 参加者の宿泊費等の経費 

(4) 備品購入費 

(5) 補助対象者の経常的経費及び人件費 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの 

（補助金の額) 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金そ

の他の収入額を控除した額を比較して、そのいずれか少ない方の額とし、

補助対象事業１回につき１０万円を上限とする。ただし、算出された額に

１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)

は、事業を実施しようとする日の３０日前までに、宇城市結婚チャレンジ

事業補助金交付申請書(様式第１号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提

出しなければならないものとする。 

(1) 事業計画書(様式第２号) 

(2) 収支予算書(様式第３号) 

(3) 団体に関する調書(様式第４号) 

(4) 団体の定款、寄附行為、規約、会則又はこれに準じるもの 

(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第５号) 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定) 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、速や

かにその内容の審査を行い、補助金の交付又は不交付を決定し、宇城市結

婚チャレンジ事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第６号)により申

請者に通知するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは前項の交付決定に条件を付すことが

できるものとする。 

（申請内容の変更等) 



第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事

業者」という。)は、交付決定後、当該補助対象事業の内容を変更し、又

は補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに宇

城市結婚チャレンジ事業補助金計画変更申請書(様式第７号)に、次に掲げ

る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならないものとす

る。ただし、軽微な変更を除く。 

(1) 事業変更計画書(様式第２号) 

(2) 収支変更予算書(様式第３号) 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、補助対象事業が実施予定時期に完了しないとき、又は補

助対象事業の遂行が困難になったときは、遅滞なく市長に報告し、その指

示を受けなければならないものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申請書の提出があったとき、又は前項の規

定による報告を受けたときは、その内容を審査し、変更の適否を宇城市結

婚チャレンジ事業補助金交付取消・変更通知書(様式第８号)により補助事

業者に通知するものとする。 

４ 第１項ただし書の軽微な変更は、補助対象事業に要する予算の２０パー

セント以内の減額に関するものとする。 

（実績報告) 

第９条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、宇城市結婚チャレ

ンジ事業補助金実績報告書(様式第９号)に次に掲げる書類を添えて、補助

対象事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助対象事業

実施年度の３月１６日のいずれか早い日までに市長に提出しなければな

らないものとする。 

(1) 事業実績書(様式第１０号) 

(2) 収支決算書(様式第１１号) 

(3) 補助対象事業を実施したことが分かるチラシ、運営要領、プログラ

ム、写真等 

(4) 補助対象事業に要した経費の領収書等の写し 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金額の確定) 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、そ

の内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合す

ると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宇城市結婚チャレン

ジ事業補助金交付確定通知書(様式第１２号)により補助事業者に通知す

るものとする。 

（補助金の請求及び交付) 

第１１条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が補助金の請求をし



ようとするときは、宇城市結婚チャレンジ事業補助金請求書(様式第１３

号)を市長に提出しなければならないものとする。 

２ 市長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、その内容を確認

し、速やかに補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し) 

第１２条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補

助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 宇城市補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定を取り消すべき事

由が生じたと市長が認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、宇城市結婚チ

ャレンジ事業補助金交付決定取消通知書(様式第１４号)により、補助事業

者に通知するものとする。 

（補助金の返還) 

第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合に

おいて、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されていると

きは、補助事業者に対し、宇城市結婚チャレンジ事業補助金返還命令書(様

式第１５号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。 

（書類の整備等) 

第１４条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費についての収支の事実を

明確にした根拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助対象事業が完了

した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなければならな

いものとする。 

（その他) 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は

市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１号（第６条関係） 

令和  年  月  日 

 

 宇城市長  様 

 

所在地 

団体名 

代表者名 

 

宇城市結婚チャレンジ事業補助金交付申請書 

 

 宇城市結婚チャレンジ事業補助金の交付を受けたいので、宇城市結婚チャ

レンジ事業補助金交付要綱第６条の規定により、関係書類を添えて申請しま

す。 

 

記 

 

１ 補助金交付申請額 金             円（上限 10 万円） 

（1,000 円未満切捨て） 

 

２ 添付書類 

(1) 事業計画書 

(2) 収支予算書 

(3) 団体に関する調書 

(4) 団体の定款、規約若しくは会則又はこれらに準ずるもの 

(5) 暴力団関係者でない旨の誓約書（様式第５号） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

  



様式第２号（第６条関係） 

事業（変更）計画書 

団体名  

補助対象事業の名称  

実施予定日  

実施場所  

参加募集人数 定員   人（うち男性  人、女性  人） 

事業概要 

１ 趣旨 

 

 

 

 

 

 

２ 企画内容、スケジュール等 

 

 

 

 

 

 

参加者条件 

※ある場合のみ記載 
 

参加者の募集方法  

参加者条件の 

事前確認方法 
 

参加費の有無 
有（男性     円、女性     円） 

無 

※複数の企画により申請する場合は、企画ごとに作成してください。 

※各項目の内容は、別紙（任意様式）にて提出しても構いません。 

※参考となるチラシ、運営要領、プログラム等を添付してください。  



様式第３号（第６条関係） 

収支（変更）予算書 

１ 収入の部                     （単位：円） 

区分 予算額 積算内訳 備考 

市補助金    

団体の自己負担金    

参加者負担金    

その他の収入    

    

計    

 

２ 支出の部                      （単位：円） 

 区分 予算額 積算内訳 備考 

補
助
対
象
経
費 

    

    

    

    

補
助
対
象
外

経
費 

    

    

計     

※複数の企画により申請する場合は、企画ごとに作成してください。 

※本企画に要する経費は、すべて計上してください。 

※補助対象経費の支出区分は、会場借上料、広告宣伝費など、費目ごとに記載してください。 

※見積書、カタログその他の参考資料を添付してください。 

  



様式第４号（第６条関係） 

団体に関する調書 

団体名  

団体の所在地 

〒 

代表者の氏名  

連絡先 

(通知文 

送付先) 

氏名  

住所 〒 

電話  

E-mail  

設立年月日 年     月     日 

団体の目的  

団体員数 人 

主な活動地域  

これまでの主な 

活動内容 
 

備考  

※団体の定款、規約若しくは会則又はこれらに準ずるものを添付してくださ

い。  



様式第５号（第６条関係） 

   年   月   日 

 

 

 宇城市長 様 

 

申請者 所在地 

団体名 

代表者氏名 

※必ず自署してください。 

 

 

暴力団関係者でない旨の誓約書 

 

 私                                

（※団体名、職名、代表者名を記入ください。） 

は、下記のいずれにも該当する者でないことを誓約します。なお、市が必

要な場合には、警察に照会することを承諾します。 

 

記 

 

１ 暴力団（宇城市暴力団排除条例（平成２３年宇城市条例第１７号。以

下「条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。） 

 

２ 暴力団員（条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

 

３ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し又は使用してい

る。 

 

４ 暴力団員であることを知りながら、その者と契約を締結している。 

 

５ 暴力団又は暴力団員に、経済上の利益又は便宜を供与している。 

 

６ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等、社

会的に非難される関係を有している。 

 

７ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している。 

  



様式第６号（第７条関係） 

第    号 

年  月  日 

 

          様 

 

宇城市長       印 

 

宇城市結婚チャレンジ事業補助金交付（不交付）決定通知書 

 

年 月 日付けで交付申請のあった宇城市結婚チャレンジ事業補助金

について、下記のとおり決定したので、宇城市結婚チャレンジ事業補助金交

付要綱第７条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業の名称 

 

２ 決定区分   交付・不交付 

 

３ 補助金交付決定額         円 

 

４ 不交付の場合、その理由 

 

５ 交付の条件 

(1) この補助金を申請の目的以外に使用しないでください。 

(2) 補助対象事業の内容を変更し、又は補助対象事業を中止し、若しく

は廃止しようとするときは、市長の承認を受けてください。 

(3) 補助対象事業が実施予定時期に完了しないとき、又は補助対象事業

の遂行が困難になったときは、遅滞なく市長に報告し、その指示を受

けてください。 

(4) 補助対象事業完了後は、宇城市結婚チャレンジ事業補助金実績報告

書（様式第９号）を市長に提出してください。 

(5) 補助金の使途が不適当と認めたときは、補助金の全部又は一部の返

還を命じることがあります。 

  



様式第７号（第８条関係） 

  年  月  日 

 宇城市長  様 

 

補助事業者 所在地 

団体名 

代表者氏名 

(署名又は記名押印) 

 

宇城市結婚チャレンジ事業補助金計画変更申請書 

 

   年  月  日付け  第   号で交付決定通知のあった宇城市

結婚チャレンジ事業補助金について、下記のとおり計画を変更したいので、

宇城市結婚チャレンジ事業補助金交付要綱第８条第１項の規定により、関係

書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業の名称 

 

２ 計画変更等の内容 

 

 

３ 計画変更等の理由 

 

 

４ 補助対象経費 

     変更前            円 

     変更後            円 

 

５ 補助金交付決定額            円 

 

６ 添付書類 

(1) 事業変更計画書（様式第２号） 

(2) 収支変更予算書（様式第３号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

 

  



様式第８号（第８条関係） 

第    号 

年   月   日 

 

         様 

 

宇城市長      印 

 

宇城市結婚チャレンジ事業補助金交付取消・変更通知書 

 

   年  月  日付け、 第   号で通知した宇城市結婚チャレンジ

事業補助金の決定について、宇城市結婚チャレンジ事業補助金交付要綱第８

条第３項の規定により、下記のとおり取り消しした・変更したので通知しま

す。 

 

記 

 

１ 補助金の交付決定額 

     変更前           円 

     変更後           円 

 

２ 取消し・変更の理由 

 

 

 

 

 

 

  



様式第９号（第９条関係） 

年  月  日 

 宇城市長  様 

 

補助事業者 

団体名 

代表者氏名 

 

宇城市結婚チャレンジ事業補助金実績報告書 

 

   年  月  日付け、 第   号で補助金交付決定通知のあった

宇城市結婚チャレンジ事業補助金について、事業が完了したので、宇城市

結婚チャレンジ事業補助金交付要綱第９条の規定により、関係書類を添え

て下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 補助対象事業の名称 

 

２ 補助対象経費           円 

 

３ 補助金交付決定額         円 

 

４ 添付書類 

(1) 事業実績書（様式第１０号） 

(2) 収支決算書（様式第１１号） 

(3) 補助対象事業を実施したことが分かるチラシ、運営要領、プログラ

ム、写真等 

(4) 補助対象事業に要した経費の領収書等の写し 

(5) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

  



様式第１０号（第９条関係） 

事業実績書 

団体名  

補助対象事業の名称  

実施時期  

実施場所  

参加者数 定員   人（うち男性  人、女性  人） 

実施内容及び事業を通じての成果等 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者条件 

※ある場合のみ記載 
 

参加者募集方法  

参加者条件の 

事前確認方法 
 

参加費の有無 
有（男性     円、女性     円） 

無 

※複数の企画により申請する場合は、企画ごとに作成してください。 

※各項目の内容は、別紙（任意様式）にて提出しても構いません。 

※参考となるチラシ、運営要領、プログラム、写真等を添付してください。 

 

  



様式第１１号（第９条関係） 

収支決算書 

１ 収入の部                      （単位：円） 

区分 決算額 積算内訳 
備考 

(増減理由等) 

市補助金    

自己負担金    

参加者負担金    

その他の収入    

    

計    

 

２ 支出の部                      （単位：円） 

 区分 決算額 積算内訳 
備考 

(増減理由等) 

補
助
対
象
経
費 

    

    

    

    

補
助
対
象
外 

経
費 

    

    

計     

※複数の企画により申請する場合は、企画ごとに作成してください。 

※本企画に要する経費は、すべて計上してください。 

※補助対象経費の支出区分は、会場借上料、広告宣伝費など費目ごとに記載してください。 

※領収書の写しを区分ごとに添付してください。  



様式第１２号（第１０条関係） 

第   号 

年   月   日 

 

       様 

 

宇城市長      印 

 

宇城市結婚チャレンジ事業補助金交付額確定通知書 

 

    年  月  日付け、 第    号で交付決定した宇城市結婚

チャレンジ事業費補助金については、宇城市結婚チャレンジ事業補助金交

付要綱第１０条の規定により、下記のとおりその額を確定しましたので通

知します。 

 

記 

 

補助金交付確定額 金          円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１３号（第１１条関係） 

年  月  日 

  

宇城市長 様 

 

補助事業者 所在地 

団体名 

代表者氏名          

 

 

宇城市結婚チャレンジ事業補助金請求書 

 

   年  月  日付け、 第   号で額の確定があった宇城市結婚

チャレンジ事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定により請求します。 

 

記 

 

１ 請求額  金           円 

 

２ 振込先の口座情報 

金融機関名 
 

本店・支店名等 
 

預金種別 普通 ・ 当座 

口座番号 
 

フリガナ 
 

口座名義 
 

 

 

 

 

  



様式第１４号（第１２条関係） 

第   号 

                       年  月  日 

 

          様 

 

宇城市長       印 

 

宇城市結婚チャレンジ事業補助金交付決定取消通知書 

 

  年  月  日付け、 第   号で交付決定した宇城市結婚チャレン

ジ事業補助金交付要綱第１２条第１項の規定により、下記のとおり取り消し

たので、同条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助金交付決定額             円 

 

２ 補助金交付決定取消額           円 

 

３ 取消理由                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１５号（第１３条関係） 

第   号 

                       年  月  日 

 

          様 

 

宇城市長      印 

 

宇城市結婚チャレンジ事業補助金返還命令書 

 

   年  月  日付け、 第    号で交付決定の取消しをした宇

城市結婚チャレンジ事業補助金について、宇城市結婚チャレンジ事業補助

金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり返還を命じます。 

 

記 

 

１ 返還命令額             円 

 

２ 返還期限        年  月  日 

 

３ 返還方法 

 

４ 返還理由 


